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地熱発電を目的とした温泉掘削許可申請（口径８０Ａ以内、大深度掘削）の 

添付書類について 

 
 大分県環境審議会温泉部会内規第８条（５）の別表１の１に該当する、地熱発電目的の

土地の掘削及び増掘（以下「掘削」とする。）については、通常の温泉掘削許可申請で求め

る添付書類のほかに、温泉法及び大分県温泉法施行条例の施行に関する規則第２条第２項

第１２号で定める、「その他知事が必要と認める書類」として以下の書類が必要となります。 
 
（１） 地熱構造モデル図、地熱流体流動モデル図 

口径が８０Ａ以内で、付近の浴用温泉から１００ｍ以上深く掘削する場合は、掘

削地点や掘削深度を決定した根拠となる資料（地熱構造モデル図、地熱流体流動モ

デル図）を提出すること。 
（２） 発電事業計画書（資金計画書、設備認定を含む） 

資金計画を含む事業計画書を提出すること。固定価格買取制度の設備認定に係る

書類（認定見込み）も提出すること。 
（３） 事前調査報告書 

地熱発電を目的とした温泉掘削では、事前、事後の影響調査（モニタリング）が

必要です。モニタリングの基礎となる複数の源泉の調査を行い、調査結果を提出す

ること。 
（４） 噴出試験の影響調査（モニタリング）計画書 

地熱発電に利用する温泉を掘削した場合は、必ず噴出試験を一定期間行い、付近

泉の影響を確認するための影響調査計画書を作成し提出すること。 
（５） 生産開始後の影響調査（モニタリング）計画書 

生産開始後も付近泉の影響を確認するため、定期的な影響調査を行う計画書を作

成し提出すること。 
（６） 地元説明に関する状況説明書 

付近の源泉所有者や自治区に対し、温泉掘削を含む発電事業計画を説明した地元

説明状況報告書を提出すること。（同意書も可とする。） 
（７） 排水計画書及び還元井の設置計画書 

温泉資源の保護と周辺環境の保全のため、利用しない熱水の排水計画や地中への

還元について計画書を作成し提出すること。還元井を設置しない場合は、設置しな

い理由書を提出すること。 
（８）誓約書 

    噴出試験期間中や生産開始後に（４）（５）の計画書で定めたモニタリングを行い、

噴出試験については試験終了後（４）の計画で定めた時期までに、生産開始後は毎

年、（５）の計画で定めた時期までにモニタリング調査結果の状況報告として提出

することを誓約した書類を提出すること。 
あわせて、モニタリングの結果、ゆう出量の減少など温泉源への影響の兆候が認

められた場合、温泉の採取を停止または制限し、資源の回復が見られない場合に生

産井を埋孔することを誓約した書類を提出すること。 
  



地熱発電を目的とした温泉掘削許可申請（口径８０Ａ超１５０Ａ以内）の 

添付書類について 

 
 大分県環境審議会温泉部会内規第８条（５）の別表１の２に該当する、地熱発電目的の

土地の掘削及び増掘（以下「掘削」とする。）については、通常の温泉掘削許可申請で求め

る添付書類のほかに、温泉法及び大分県温泉法施行条例の施行に関する規則第２条第２項

第１２号で定める、「その他知事が必要と認める書類」として以下の書類が必要となります。 
 なお、口径８０Ａ超１５０Ａ以内で掘削を行う場合は、試験井の掘削と噴出試験の実施

が必須となります。 
 
１ 試験井の掘削許可に必要な添付書類 

（１） 地熱構造モデル図、地熱流体流動モデル図 

口径が８０Ａ超１５０Ａ以内の掘削を行う場合は、掘削地点や掘削深度を決定し

た根拠となる資料（地熱構造モデル図、地熱流体流動モデル図）を提出すること。 
（２） 発電事業計画書（資金計画書、設備認定を含む） 

資金計画を含む事業計画書を提出すること。固定価格買取制度の設備認定に係る

書類（認定見込み）も提出すること。 
（３） 付近見取図 

口径８０Ａ超１５０Ａ以内の試験井を掘削する場合は、半径１ｋｍ以内の付近泉

と掘削予定位置の関係を示す付近見取図を提出すること。 
（４） 事前調査報告書 

地熱発電を目的とした温泉掘削では、事前、事後の影響調査（モニタリング）が

必要です。モニタリングの基礎となる複数の源泉の調査を行い、調査結果を提出す

ること。 
（５） 試験井の影響調査（モニタリング）計画書 

試験井掘削後に必ず噴出試験を一定期間行い、付近泉の影響を確認するための影

響調査計画書（噴気試験）を作成し提出すること。 
（６）誓約書 

    試験井での噴出試験期間中に１（５）の計画書で定めた付近泉のモニタリング調

査を行い、計画書で定めた時期までに、影響調査報告書（噴気試験）として提出す

ることを誓約した書類を提出すること。 
あわせて、モニタリングの結果、ゆう出量の減少など温泉源への影響の兆候が認

められた場合、温泉の採取を停止または制限し、資源の回復が見られない場合に調

査井を埋孔することを誓約した書類を提出すること。 
 

※噴出試験終了後は試験井を埋孔することが許可条件として付されますが、試験井での

噴出試験影響調査結果で温泉源への影響が見られない場合は、新たに生産井としての

掘削許可を得ることで生産井への転用が認められます。 
 
２ 生産井の掘削許可（転用許可）を得るために必要な添付書類 

（１） 試験井の影響調査（モニタリング）報告書 

温泉源への影響がないことを確認するため、１（５）で計画した試験井のモニタ



リング結果報告書を提出すること。 
（２） 生産井の影響調査（モニタリング）計画書 

試験井を生産井に転用する場合、付近泉の影響を確認するため、生産開始後も定

期的なモニタリングを行う計画書を作成し提出すること。 

（３） 地元説明に関する状況説明書 

付近の源泉所有者や自治区等に対し、試験井のモニタリング結果及び温泉掘削を

含む地熱発電事業計画を説明した地元説明状況報告書を提出すること。（同意書も

可とする。） 
（４） 水質の分析結果 

試験井の掘削で噴出した熱水の水質分析を行い、結果書を提出すること。 

（５） 排水計画書及び還元井の設置計画書 

温泉資源の保護と周辺環境の保全のため、利用しない熱水の排水計画や地中への

還元について計画書を作成し提出すること。還元井を設置しない場合は、設置しな

い理由書を提出すること。 
（６）誓約書 

    生産開始後に２の（２）で定めた定期的なモニタリング調査を行い、計画書で定

めた時期までに、モニタリング結果報告書として提出することを誓約した書類を提

出すること。 
あわせて、モニタリングの結果、ゆう出量の減少など温泉源への影響の兆候が認

められた場合、温泉の採取を停止または制限し、資源の回復が見られない場合に生

産井を埋孔することを誓約した書類を提出すること。 
 


